
JP 6183904 B2 2017.8.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の二次電池、又は複数のユニットモジュールが垂直に直立した状態でスタックされ
ている、中型又は大型の電池モジュールであって、
　前記ユニットモジュールは、２つ以上の二次電池が内部に取り付けられており、
　前記二次電池又は前記ユニットモジュールが、垂直に直立した状態でその上にスタック
されている長方形の基部プレートと、
　一対の端部プレートであって、前記端部プレートのそれぞれの底部が前記基部プレート
に固定された状態で、最外二次電池又は最外ユニットモジュールと密に接触した状態で配
設された端部プレートと、
　前記端部プレートの上部又は側部の対向する側面の間に接続された支持バーであって、
前記端部プレート同士を相互接続するとともに、前記端部プレートを支持する支持バーと
、
を備えており、
　前記基部プレートには、垂直方向の振動に起因して前記基部プレートが変形するのを防
止するとともに、圧力（荷重）を分散させるために、その両側に、前記基部プレートの長
手方向に延在する一対の上向き突起が設けられており、
　前記二次電池又は前記ユニットモジュールのそれぞれの底部の両側は、前記一対の上向
き突起の上部に配設されており、
　前記一対の上向き突起の各々は、前記二次電池又は前記ユニットモジュールのそれぞれ
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の底部が接触する上面部と、前記上面部と前記基部プレートの本体との間に垂直方向に接
続された内面部及び外面部と、を備え、
　前記上面部は、幅（ｘ）を有し、
　前記基部プレートには、前記一対の上向き突起の間で前記一対の上向き突起に接続され
た、前記基部プレート短手方向における２つ又は複数の補助的突起が更に設けられており
、
　前記補助的突起は、前記基部プレートの前方端部及び後方端部に形成されている、
電池モジュール。
【請求項２】
　前記上面部の前記幅（ｘ）は、前記基部プレートの中央から前記基部プレートの長手方
向と平行な前記基部プレートの最外縁までの、前記基部プレート短手方向の幅（Ｌ）の２
０％～５０％と同等である（０．２Ｌ≦ｘ≦０．５Ｌ）、請求項１に記載の電池モジュー
ル。
【請求項３】
　前記補助的突起の各々は、前記一対の上向き突起のそれぞれの幅の５０％～２００％と
同等の幅を有し、且つ前記一対の上向き突起のそれぞれの高さの４０％～１００％と同等
の高さを有している、請求項１に記載の電池モジュール。
【請求項４】
　前記基部プレートの縁部は、応力が前記基部プレートの縁部に集中するのを防止するた
めに、肉厚に形成される、請求項１に記載の電池モジュール。
【請求項５】
　前記一対の上向き突起それぞれの内面部は、前記一対の上向き突起のそれぞれの外面部
の高さよりも低い高さを有している、請求項１に記載の電池モジュール。
【請求項６】
　動力源として請求項１に記載の前記電池モジュールを使用した、ハイブリッド電気自動
車、プラグインハイブリッド電気自動車を含む電気自動車。
【請求項７】
　前記電池モジュールは、前記自動車のトランクに搭載されている、請求項６に記載の、
ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車を含む電気自動車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造的安定性に優れた電池モジュールに関し、より詳細には、ユニットモジ
ュールの各々がその内部に取り付けられた二次電池を有する複数のユニットモジュールを
有しており、複数のユニットモジュールが垂直に直立した状態でスタックされている、中
型又は大型の電池モジュールに関する。電池モジュールは、垂直に直立した状態で二次電
池又はユニットモジュールがその上にスタックされている基部プレートと、最外ユニット
モジュールの外面又は最外ユニットモジュールと密に接触して配設された一対の端部プレ
ートであって、両端部プレートのそれぞれの底部がその基部プレートに固定されている、
一対の端部プレートと、それらの端部プレートを相互接続するとともに、端部プレートを
支持するように、それらの端部プレートの上部又は側部の対向する側面の間に接続された
支持バーとを具備している。基部プレートには、その両側に、基部プレートの長手方向に
延在する一対の上向き突起が設けられている。これは、垂直方向の振動に起因して基部プ
レートが変形するのを防止するとともに、圧力（荷重）を分散させるためである。それら
の上向き突起の上部に、各ユニットモジュールの底部の両側が配設されている。
【背景技術】
【０００２】
　ガソリン及びディーゼル油といった化石燃料を使用する自動車が誘発する最大の問題の
１つは、大気汚染の発生である。充放電が可能な二次電池を自動車用の動力源として使用
する技術は、前述の問題を解決する方法の１つとして、多大な関心を集めている。結果と
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して、電池だけを使って稼動させる電気自動車（ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｖｅｈｉｃｌｅ：Ｅ
Ｖ）、及び電池と従来エンジンを併用するハイブリッド電気自動車（ｈｙｂｒｉｄ　ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃ　ｖｅｈｉｃｌｅ：ＥＶ）が開発されてきた。一部の電気自動車及びハイブ
リッド電気自動車は現在、商用的に使用されている。電気自動車（ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｖ
ｅｈｉｃｌｅ：ＥＶ）、及びハイブリッド電気自動車（ｈｙｂｒｉｄ　ｅｌｅｃｔｒｉｃ
　ｖｅｈｉｃｌｅ：ＥＶ）の動力源として、主にニッケル水素電池（ｎｉｃｋｅｌ－ｍｅ
ｔａｌ　ｈｙｄｒｉｄｅ：Ｎｉ－ＭＨ）が使用されてきた。しかしながら、最近では、リ
チウムイオン二次電池が検討されている。
【０００３】
　かかる二次電池を電気自動車（ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｖｅｈｉｃｌｅ：ＥＶ）及びハイブ
リッド電気自動車（ｈｙｂｒｉｄ　ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｖｅｈｉｃｌｅ：ＥＶ）用の動力
源として使用するには、高出力及び大容量が必要とされる。この目的を達成するために、
複数個の小型の二次電池（単位セル）が、１つの電池モジュールを形成するために、互い
に直列に接続される。場合によっては、それらの小型二次電池（単位セル）は、互いに直
列且つ並列に接続されて、１つの電池モジュールを形成している。
【０００４】
　全般的に、かかる電池モジュールは、ユニットモジュールの各々がその内部に取り付け
られた二次電池を有するユニットモジュールを防護する構造を有している。電池モジュー
ルの構造は、自動車の種類又はそれら自動車内の電池モジュール搭載位置に応じて、様々
とされてもよい。大容量ユニットモジュールを効果的に固定できる構造の１つは、図１に
示すような、支持バー及び端部プレートを利用したものである。
【０００５】
　図１を参照すると、電池モジュール１００は、ユニットモジュールの各々がその内部に
取り付けられた二次電池を有するユニットモジュール１０と、基部プレート２０と、一対
の端部プレート３０と、支持バー４０とを具備している。
【０００６】
　ユニットモジュール１０は、基部プレート２０の上部に、垂直に直立した状態でスタッ
クされている。端部プレート３０は、端部プレート３０のそれぞれの底部が基部プレート
２０に固定された状態で、最外ユニットモジュール１０の外面と密に接触して配設されて
いる。
【０００７】
　支持バー４０は、端部プレート３０の上部の間に接続されて、端部プレート３０を相互
接続するとともに、端部プレートを支持している。
【０００８】
　しかし、ユニットモジュール１０が、密に接触した態様で、平板形状の基部プレート２
０上部にスタックされる構造では、基部プレート２０の強度は、基部プレート２０に対し
て垂直方向の動き、即ち垂直方向の動きに対して低いとされる。基部プレート２０が垂直
方向の強度を持たない場合、基部プレート２０は、垂直方向の振動に起因して、大きく変
形されることになるであろう。
【０００９】
　更に、電池モジュールが自動車のトランクに搭載される場合に、自動車のレイアウトの
関係で、基部プレートの一部は、スペアタイヤが配置される領域の上に取り付けられる。
即ち、電池モジュールは、非対称な構造の中に搭載される。道路の表面に起因する自動車
からの振動が激しい場合、電池モジュールにねじり荷重がかかる。かかるねじり荷重は、
基部プレートに伝達され、基部プレートが容易に損傷しかねない結果となる。
【００１０】
　したがって、垂直方向にスタックされたタイプの電池モジュールであって、ユニットモ
ジュールのスタック構造を安定に維持するとともに、垂直方向の振動を効果的に相殺し、
ユニットモジュールから発生した圧力が基部プレートにかかったときでも、曲げ荷重を適
切に分散する電池モジュールが、強く望まれている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】韓国特許出願第２００６－１２３０３号明細書
【特許文献２】韓国特許出願第２００６－２０７７２号明細書
【特許文献３】韓国特許出願第２００６－４５４４４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、上記の問題、及び未解決の他の技術的問題を解決すべく、本発明がなされ
た。
【００１３】
　具体的には、本発明の目的は、ユニットモジュールを安定に支持するために、ユニット
モジュールが取り付けられる基部プレートには、ある独特の構造の上向き突起が設けられ
ている構造を有するように構成された電池モジュールを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の１つの態様によれば、上記の諸目的及び他の諸目的は、複数の二次電池、又は
複数のユニットモジュールの各々がその内部に取り付けられた２つ以上の二次電池を有す
る複数のユニットモジュールを有しており、前記二次電池又は前記ユニットモジュールが
垂直に直立した状態でスタックされている、中型又は大型の電池モジュールを提供するこ
とによって達成される。電池モジュールは、垂直に直立した状態で二次電池又はユニット
モジュールがその上にスタックされている基部プレートと、最外ユニットモジュールの外
面又は最外ユニットモジュールと密に接触して配設された一対の端部プレートであって、
両端部プレートのそれぞれの底部がその基部プレートに固定されている、一対の端部プレ
ートと、それらの端部プレートを相互接続するとともに、端部プレートを支持するように
、それらの端部プレートの上部又は側部の対向する側面間に接続された支持バーとを具備
している。基部プレートには、その両側に、基部プレートの長手方向に延在する一対の上
向き突起が設けられている。これは、垂直方向の振動に起因して基部プレートが変形する
のを防止するとともに、圧力（荷重）を分散させるためである。それらの上向き突起の上
部に、各ユニットモジュールの底部の両側が配設されている。
【００１５】
　したがって、本発明による電池モジュールは、上向き突起が基部プレートの長手方向に
延在するように、基部プレート上部の両側で形成されている。それによって、電池モジュ
ールにかかる垂直方向の振動に起因して電池モジュールが変形するのを防止するとともに
、電池モジュールの機械的強度を強化している。
【００１６】
　本発明では、各ユニットモジュールは、二次電池とすることができ、或いは、その内部
に取り付けられた２つ以上の二次電池を有する小型モジュールとすることができる。その
内部に取り付けられた２つ以上の二次電池を有するユニットモジュールの例は、本出願の
出願人の名義で出願された韓国特許出願第２００６－１２３０３号に開示されている。こ
の特許出願の開示において、ユニットモジュールは、２つの二次電池が、入力端子及び出
力端子を有するフレーム部材に取り付けられる構造であって、それらの二次電池が相互に
密に接触した状態の構造を有するように構成されている。
【００１７】
　ユニットモジュールの別の例は、韓国特許出願第２００６－２０７７２号及び韓国特許
出願第２００６－４５４４４号に開示されている。これらの出願も、本出願の出願人の名
義で出願されている。これらの特許出願それぞれの開示において、ユニットモジュールは
、２つの二次電池の外面が、一対の高強度セル被装体で覆われてなる構造であって、それ
らの二次電池が相互に密に接触した状態の構造を有するように構成されている。
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【００１８】
　上記諸特許出願の開示は、参照により本明細書に組み込まれている。しかし、本発明に
よる電池モジュールの各ユニットモジュールの構造が、上記諸特許出願に開示の上記ユニ
ットモジュール例に限定されないことは、言うまでもないことである。
【００１９】
　一具体例において、各上向き突起は、二次電池又はユニットモジュールそれぞれの底部
が接触する上面部と、その上面部と基部プレートの本体との間に垂直方向に接続された内
面部及び外面部とで構成することができる。
【００２０】
　即ち、各上向き突起は、複数のユニットモジュールが垂直にスタックされたときにそれ
らのユニットモジュールを支持する上面部と、その上面部と基部プレートとの間に垂直方
向に接続された内面部及び外面部とを具備している。それゆえに、両上向き突起は、基部
プレートに対して垂直の方向に発生した振動を、大幅に相殺することができる。更に、両
上向き突起は、自動車の骨格を構成する自動車フレームの内側底部に対応する形状を有す
るように構成されている。したがって、その自動車にその電池モジュールが搭載されれば
、電池モジュールの安定性は、一層向上する。
【００２１】
　この事例に関連して、基部プレートに上向き突起が形成されていても、各上向き突起の
上面部の幅ｘが最適化されていない場合は、電池モジュールの強度を十分に確保できない
ことを、本発明の発明者らは発見した。
【００２２】
　参考までに、図６は、各上向き突起の上方領域の大きさに応じた一次共振周波数を示し
たグラフである。
【００２３】
　図６を参照すると、一次共振周波数は、各上向き突起の上方領域の大きさが増加するに
つれて上昇している。それゆえに、荷重表面に応じて振動が発生されているものの、振動
の耐性は比較的高いことを認識することができる。一方、各上向き突起の上方領域の大き
さが略５２ｍｍを超えると、一次共振周波数は突如低下することを認識することができる
。これは、各上向き突起の上方領域の大きさが増大するのに応じて、変形及び応力が変わ
っている可能性があることを意味する。これは予想外の結果である。
【００２４】
　それに対し、本発明による電池モジュールは、上面部が、二次電池又はユニットモジュ
ールがスタックされる方向に対して垂直な方向の断面二次モーメントによって決まる幅ｘ
を有している点に特徴がある。
【００２５】
　好適な実施例において、基部プレートの領域が完全に対称であり、且つ基部プレートの
縁部が直角であると仮定すると、上面部の幅ｘは、断面二次モーメントがその領域に対し
て最大となるときの幅ｗｍａｘに基づく下記の数式（１）の条件を満足する範囲内で決ま
ることになる。
　０．５ｗｍａｘ≦ｘ≦１．５ｗｍａｘ　（１）
【００２６】
　上記の説明において、「断面二次モーメントが最大となるとき」は、各ユニットモジュ
ールの荷重に対する耐性値が最大になるとき、且つ上面部の荷重（ドルーピング）が最小
になるときを意味する。
【００２７】
　上面部の幅ｘが、断面二次モーメントが最大となるときの幅ｗｍａｘの５０％～１５０
％内に決まる理由は、もし基部プレートが完全な対称でなければ、又は基部プレートの縁
部に肉が盛られておれば、上面部の幅ｘの実際の最大値は、上記数式とは異なる可能性が
あるからである。
【００２８】
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　具体的には、断面二次モーメントが最大となるときの幅ｗｍａｘは、次式によって算出
することができる。
　ｗｍａｘ＝－（ｂ１＋ｂ２＋ｂ３）／ａ
　ａ＝（－（２４ｔ３＋３６ｈｔ２＋１２ｈ２ｔ）Ｌ－２４ｔ４＋４８ｈ２ｔ２＋２４ｈ
３ｔ）
　ｂ１＝－（２７ｔ３＋３６ｈｔ２＋１２ｈ２ｔ）Ｌ２

　ｂ２＝－（（１２ｔ４－７２ｈｔ３＋（－８４ｈ２ｔ２）＋（－２４ｈ３－４８ｄｈ２

）ｔ）Ｌ
　ｂ３＝－（－４８ｔ５－７２ｈｔ４）＋（－１３２ｈ２＋４８ｄ－４８ｄｈ）ｔ３－（
７２ｈ３ｔ２）
【００２９】
　図４を参照すると、上記数式のｈは内面部又は外面部の高さを表し、ｔは各上向き突起
の厚さを表し、ｄは基部プレートの中央から内面部までの長さを表している。
【００３０】
　一方、上面部の幅ｘを最大化する別の実施例として、上面部の幅（ｘ）は、基部プレー
トの中央から最短側部までの、基部プレート横方向の幅Ｌの２０％～５０％と同等とする
ことができる（０．２Ｌ≦ｘ≦０．５Ｌ）。
【００３１】
　上面部の幅ｘが小さすぎる場合、ユニットモジュールを十分な程度に支持することは困
難であろう。一方、上面部の幅ｘが大きすぎる場合、垂直振動を相殺する効果が低下し、
荷重を分散できなくなる。
【００３２】
　特に好適な実施例において、基部プレートには、上向き突起の間に接続された、基部プ
レートの横方向における１つ又は複数の補助的突起がさらに設けられることができる。好
適な実施例において、それらの補助的突起は、基部プレートの前方端部及び後方端部に形
成することができる。
【００３３】
　この構造は、端部プレートが固定される領域の面積が増大し、それによって、曲げ荷重
が効果的に支持され、垂直方向の振動に起因する基部プレートの変形が最小限に抑えられ
るという点において有利である。その結果、基部プレートに上向き突起だけが形成される
構造に比べ、全体の動的安定性を大幅に向上することが可能になる。
【００３４】
　各補助的突起は、各上向き突起の幅の５０％～２００％と同等の幅を有するとともに、
各上向き突起の高さの４０％～１００％と同等の高さを有することが好ましい。
【００３５】
　幅及び高さが上記規定の範囲内にある場合、ユニットモジュールに対する曲げ荷重をさ
らにサポートすることが可能になる。
【００３６】
　より好ましくは、各補助的突起は、各上向き突起の幅の８０％～１５０％と同等の幅を
有するとともに、各上向き突起の高さの５０％～８０％と同等の高さを有する。
【００３７】
　場合によっては、応力が基部プレートの縁部に集中するのを防止するために、基部プレ
ートの縁部が肉厚に形成されることができる。
【００３８】
　それゆえに、基部プレートの縁部は、かかる肉厚構造を有するように仕上げられる。し
たがって、基部プレートの縁部に応力が集中するのを最小限に抑えることが可能になる。
【００３９】
　ところで、電池モジュールが自動車のトランクに搭載される場合は、自動車のレイアウ
トの関係で、予備タイヤ又は予備車輪のケースが基部プレートの一部分に配置される。こ
のため、基部プレートは、各上向き突起の内面部の方が、各上向き突起の外面部よりも低
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い高さを有する構造を有するように構成され、したがって、基部プレートの形状が、トラ
ンクが装着されている自動車の領域の形状に対応するように構成される。それによって、
電池モジュールの自動車への安定した搭載が実現するとともに、自動車内の電池モジュー
ルの容積が最小化する。
【００４０】
　本発明の別の態様によれば、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、又はプラグインハ
イブリッド電気自動車といった、動力源として前述の構造を有する電池モジュールを使用
する装置であって、搭載空間に制約があり、頻繁な振動及び強い衝撃に直面する装置が提
供される。
【００４１】
　もちろん、本自動車の動力源として使用される電池モジュールは、所望の動力及び容量
に応じて組み合わせを定め、製造することができる。
【００４２】
　この事例の場合、本自動車は、電池モジュールが自動車のトランクに搭載されてなる、
電気自動車、ハイブリッド電気自動車、又はプラグインハイブリッド電気自動車とするこ
とができる。
【００４３】
　動力源として電池モジュールを使用する電気自動車、ハイブリッド電気自動車、又はプ
ラグインハイブリッド電気自動車は、本発明が属する当該技術分野ではよく知られている
。したがって、それらの詳細な説明は、割愛することにする。
【発明の効果】
【００４４】
　上記の説明から明らかなように、本発明による電池モジュールは、曲げ荷重がかかって
も端部プレートが変形されず、応力に対する端部プレートの耐性が強化されてなる、独特
の構造に構成されている。それゆえに、複数のユニットモジュールの各々がその内部に取
り付けられた二次電池を有する複数のユニットモジュールのスタック構造を安定に維持す
ること、及び端部プレートの湾曲部又は結合領域への損傷を最小限に抑えることが可能に
なる。
【００４５】
　更に、本電池モジュールの構造の一部は、自動車形状の一部を使って形成される。それ
ゆえに、本電池モジュールは、自動車内に安定に搭載され、自動車内の電池モジュールの
容積は、最小限に抑えられる。
【００４６】
　本発明にまつわる上記並びに他の目的、特徴、及び他の利点は、付属図面も併せて解釈
すれば、以下の詳細な説明からより明確に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】従来の電池モジュールを示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態による電池モジュールを示す斜視図である。
【図３】図２の基部プレートを示す斜視図である。
【図４】図３の領域Ｂを示す拡大断面図である。
【図５】本発明の別の実施形態による基部プレートを示す斜視図である。
【図６】上向き突起の上方領域の大きさに応じた一次共振周波数を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の例示実施形態について説明する。但し、本発明の
範囲は、例示されたそれら実施形態によって限定されるものではないことに留意されたい
。
【００４９】
　図２は、本発明の一実施形態による電池モジュールを典型的に示す斜視図である。
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【００５０】
　図２参照をすると、電池モジュール２００は、ユニットモジュールの各々がその内部に
取り付けられた二次電池を有するユニットモジュール１０と、基部プレート３００と、一
対の端部プレート３０と、一対の支持バー４０とを具備している。
【００５１】
　ユニットモジュール１０は、基部プレート３００の上部に、垂直に直立した状態でスタ
ックされている。端部プレート３０は、端部プレート３０の底部が基部プレート２００に
固定された状態で、最外ユニットモジュール１０の外面と密に接触して配設されている。
【００５２】
　支持バー４０は、端部プレート３０の上部間に接続されて、端部プレート３０を支持し
ている。
【００５３】
　基部プレート３００には、その両側で、一対の上向き突起３１０が設けられている。こ
れらの突起３１０は、基部プレート３００の長手方向Ａに延在している。上向き突起３１
０の上部に、ユニットモジュール１０のそれぞれの底部の両側が配設されている。
【００５４】
　図３は、図２の基部プレートを典型的に示す斜視図であり、図４は、図３の領域Ｂを典
型的に示す拡大断面図である。
【００５５】
　図２と併せて両図面を参照すると、基部プレート３００ａの上向き突起３１０のそれぞ
れは、ユニットモジュール１０のそれぞれの底部が接触する上面部３１１と、上面部３１
１と基部プレート３００ａの本体との間に垂直方向に接続された内面部３１２及び外面部
３１３とを具備している。この構造は、垂直方向の振動に起因して電池モジュール２００
が変形されるのを防止し、電池モジュール２００の機械的強度を強化するものである。
【００５６】
　上向き突起３１０のそれぞれの上面部３１１は、基部プレート３００ａの中央から最短
側部までの、基部プレート３００ａ横方向の幅Ｌの略４０％と同等の幅ｘを有している。
【００５７】
　図５は、本発明の別の実施形態による基部プレートを示す斜視図である。
【００５８】
　図５を参照すると、基部プレート３００ｂには基部プレート３００ｂの前方端部及び後
方端部で、上向き突起３１０の間に接続された、基部プレート３００ｂの横方向の補助的
突起３２０が設けられている。
【００５９】
　補助的突起３２０の各々は、上向き突起３１０それぞれの幅ｘの略１２０％と同等の幅
Ｗを有している。更に、補助的突起３２０の各々は、上向き突起３１０のそれぞれの高さ
ｈの略１００％と同等の高さＨを有している。
【００６０】
　加えて、基部プレート３００ｂの縁部は、ユニットモジュール１０から発生した応力が
基部プレート３００ｂの縁部に集中するのを効果的に防止するために、肉厚に形成されて
いる（ｆｉｌｌｅｔ）。
【００６１】
　したがって、上向き突起３１０と同様に補助的突起３２０も基部プレート３００ｂに形
成されている事例では、端部プレート３０が固定される領域の面積を拡大することができ
、ひいては、曲げ荷重を効果的に支持するとともに、垂直方向の振動に起因する基部プレ
ート３００ｂの変形を最小限に抑えることができる。結果として、電池モジュールの全体
的な動的安定性を大幅に向上することが可能になる。
【００６２】
　説明を目的に本発明の例示実施形態を開示してきたが、当業者であれば、添付の特許請
求の範囲に開示される本発明の範囲及び趣旨から逸脱することなく、種々の改変、追加、
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及び置換を行い得ることを理解するであろう。
【符号の説明】
【００６３】
　　１００　電池モジュール
　　２００　電池モジュール
　　１０　ユニットモジュール
　　２０　基部プレート
　　３０　端部プレート
　　４０　支持バー
　　３００　基部プレート
　　３００ａ　基部プレート
　　３００ｂ　基部プレート
　　３１０　上向き突起
　　３１１　上面部
　　３１２　内面部
　　３１３　外面部
　　３２０　補助的突起
　　Ａ　長手方向
　　Ｂ　領域
　　ｄ　基部プレートの中央から内面部までの長さ
　　ｈ　内面部又は外面部の高さ
　　Ｈ　ｈの略１００％と同等の高さ
　　Ｌ　基部プレート横方向の幅
　　ｘ　上面部の幅
　　ｔ　各上向き突起の厚さ
　　Ｗ　ｘの略１２０％と同等の幅
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